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第１１号議案  

桶川市個人情報保護法施行条例の一部を改正する条例  

 桶川市個人情報保護法施行条例（令和４年桶川市条例第２７号）の一部

を次のように改正する。  

(1) 次の表中、改正前の欄の太線で囲まれた部分をそれに対応する改正

後の欄の太線で囲まれた部分に改める。  

改正前  改正後  

   附  則     附  則  

 (桶川市行政不服審査会条例の一部改正 )  (桶川市行政不服審査会条例の一部改正 ) 

第 7条  略  第 7条  略  

 改正前  改正後  

  略   略  

  (所掌事項 ) 

  第 2条  審査会の所掌

事項は 、次 のと お

りとする。  

  (1)  行 政 不 服 審

査 法 の 規 定 に よ

り そ の 権 限 に 属

さ せ ら れ た 事 項

を 処 理 す る こ

と。  

  (2)  桶 川 市 情 報

公 開 条 例 ( 平 成

13年 桶 川 市 条 例

第 13 号 ) 第 19 条

第 1 項 の 規 定 に

よ る 諮 問 に 応 じ

審 査 請 求 に つ い

て 調 査 審 議 す る

こと。  

  (3)  個 人 情 報 の

保 護 に 関 す る 法

律 ( 平 成 15 年 法

律 第 57号 )第 105

条 第 3 項 の 規 定

に よ り 読 み 替 え

て 準 用 す る 同 条

第 1 項 の 規 定 に

よ る 諮 問 に 応 じ

 改正前  改正後  

  略   略  

  (所掌事項 ) 

  第 2条  審査会の所掌

事 項 は 、 次 の と お

りとする。  

  (1)  行 政 不 服 審

査 法 の 規 定 に よ

り そ の 権 限 に 属

さ せ ら れ た 事 項

を 処 理 す る こ

と。  

  (2)  桶 川 市 情 報

公 開 条 例 ( 平 成

13年 桶 川 市 条 例

第 13 号 ) 第 19 条

第 1 項 の 規 定 に

よ る 諮 問 に 応 じ

審 査 請 求 に つ い

て 調 査 審 議 す る

こと。  

  (3)  個 人 情 報 の

保 護 に 関 す る 法

律 ( 平 成 15 年 法

律 第 57号 )第 105

条 第 3 項 の 規 定

に よ り 読 み 替 え

て 準 用 す る 同 条

第 1 項 の 規 定 に

よ る 諮 問 に 応 じ
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審 査 請 求 に つ い

て 調 査 審 議 す る

こと。  

  (4)  桶 川 市 情 報

公 開 条 例 に 基 づ

く 情 報 公 開 制 度

に 関 す る 重 要 事

項 に つ い て 調 査

審議すること。  

 

 

( 5 )  桶 川 市 個 人

情 報 保 護 法 施 行

条 例 (令 和 4年 桶

川 市 条 例 第 2 7

号 )第 9条 の 規 定

に よ る 諮 問 に 応

じ 調 査 審 議 す る  

こと。  

 

 

(6)  特 定 個 人 情

報 保 護 評 価 に 関

す る 規 則 ( 平 成

26年 特 定 個 人 情

報 保 護 委 員 会 規

則 第 1 号 ) 第 7 条

第 4 項 の 規 定 に

よ り 意 見 を 述 べ

ること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

審 査 請 求 に つ い

て 調 査 審 議 す る

こと。  

 

 

(4)  桶 川 市 議 会

の 個 人 情 報 の 保

護 に 関 す る 条 例

(令 和 4年 桶 川 市

条 例 第 30 号 ) 第

45 条 第 1 項 の 規

定 に よ る 諮 問 に

応 じ 審 査 請 求 に

つ い て 調 査 審 議

すること。  

 

 

(5)  桶 川 市 情 報

公 開 条 例 に 基 づ

く 情 報 公 開 制 度

に 関 す る 重 要 事

項 に つ い て 調 査

審議すること。  

 

 

( 6 )  桶 川 市 個 人

情 報 保 護 法 施 行

条 例 (令 和 4年 桶

川 市 条 例 第 2 7

号 )第 9条 の 規 定

に よ る 諮 問 に 応

じ 調 査 審 議 す る  

こと。  

 

 

(7)  桶 川 市 議 会

の 個 人 情 報 の 保

護 に 関 す る 条 例

第 50条 の 規 定 に

よ る 諮 問 に 応 じ

調 査 審 議 す る こ

と。  

 

 

(8)  特 定 個 人 情

報 保 護 評 価 に 関

す る 規 則 ( 平 成

26年 特 定 個 人 情

報 保 護 委 員 会 規

則 第 1 号 ) 第 7 条

第 4 項 の 規 定 に

よ り 意 見 を 述 べ

ること。  
 

  

附  則  
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この条例は、公布の日から施行する。  

  令和５年２月２０日提出  

桶川市長  小  野  克  典    

      提  案  理  由  

 桶川市議会の個人情報の保護に関する条例の制定に伴い、所要の改正を

したいので、この案を提出するものである。  

 


